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第三期特定健康診査等実施計画
玩具人形健康保険組合玩具人形健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 特定健康診査の実施率が低い。  事業主・健康管理委員の理解を深めると共に被保険者及び被扶養者の意識を高め “職場

の仲間とその家族の健康形成” を進める。
被扶養者の未受診者に対して自宅へダイレクトメールを送り、健診の重要性をアピール
する。

No.2 特定保健指導の実施率が低い。  事業主・健康管理委員の理解を深めると共に被保険者及び被扶養者の意識を高め “職場
の仲間とその家族の健康形成” を進める。
案内送付先を自宅から会社（個人宛）に変更し案内を見てもらえる機会を増やす。

No.3 「受診勧奨基準値以上の者」の割合が高い。  血圧と血糖について、早期治療のための受診勧奨の強化を検討する。
対象者に自らのリスクを正しく認識させることを検討する。

No.4 レセプト無し、血圧やHbA1c が受診勧奨基準値以上の者が存在する
。  健診結果データを活用し、早期治療必要者と治療段階前者（予備群）へ特定保健指導の

利用の推進等により積極的なアプローチを行うことを検討する。
No.5 後発医薬品の利用促進。  ジェネリック医薬品がある先発医薬品を服薬している方を対象に差額通知や案内を送り

、医療費の抑制に協力を求める。
No.6 前期高齢者の医療費が高い。  前期高齢者に対して電話保健指導を行い医療費の節減に努める。
No.7 喫煙者を減らしたい。  受動喫煙を含め喫煙は、がんや生活習慣病など多くの疾病のリスクを高めることがある

ので、禁煙支援をすることにより健康リスクを減らしたい。
No.8 メンタル系疾患の有病者数を減らしたい。  電話及びウェブでのメンタルヘルス・健康相談を利用してもらい「心の健康」を維持し

てもらう。
No.9 加入者の保健事業への理解  機関誌等の発送や事務講習会等の開催により周知と理解を得る。
No.10 年々増え続けている内臓脂肪症候群該当者の割合を減らしたい。  体育奨励事業を通じて、普段の運動習慣を定着させたい。
No.11 医療費が高い。  保健指導宣伝や疾病予防事業を通じて医療費適正化を図りたい。

達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 5,310 ∕ 6,850 ＝
77.5 ％

5,490 ∕ 6,950 ＝
79.0 ％

5,675 ∕ 7,050 ＝
80.5 ％

5,865 ∕ 7,150 ＝
82.0 ％

6,055 ∕ 7,250 ＝
83.5 ％

6,250 ∕ 7,350 ＝
85.0 ％

被保険者被保険者 4,530 ∕ 5,155 ＝
87.9 ％

4,670 ∕ 5,275 ＝
88.5 ％

4,815 ∕ 5,395 ＝
89.2 ％

4,950 ∕ 5,515 ＝
89.8 ％

5,086 ∕ 5,635 ＝
90.3 ％

5,245 ∕ 5,755 ＝
91.1 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 780 ∕ 1,695 ＝
46.0 ％

820 ∕ 1,675 ＝
49.0 ％

860 ∕ 1,655 ＝
52.0 ％

915 ∕ 1,635 ＝
56.0 ％

969 ∕ 1,615 ＝
60.0 ％

1,005 ∕ 1,595 ＝
63.0 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 5,293 ∕ 6,851 ＝
77.3 ％

5,695 ∕ 7,296 ＝
78.1 ％

5,568 ∕ 7,368 ＝
75.6 ％

5,889 ∕ 7,490 ＝
78.6 ％

5,873 ∕ 7,281 ＝
80.7 ％

6,013 ∕ 7,395 ＝
81.3 ％

被保険者被保険者 4,538 ∕ 5,178 ＝
87.6 ％

4,875 ∕ 5,530 ＝
88.2 ％

4,837 ∕ 5,665 ＝
85.4 ％

5,128 ∕ 5,825 ＝
88.0 ％

5,136 ∕ 5,735 ＝
89.6 ％

5,307 ∕ 5,912 ＝
89.8 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 755 ∕ 1,673 ＝
45.1 ％

820 ∕ 1,766 ＝
46.4 ％

731 ∕ 1,703 ＝
42.9 ％

761 ∕ 1,665 ＝
45.7 ％

737 ∕ 1,546 ＝
47.7 ％

706 ∕ 1,483 ＝
47.6 ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 31 ∕ 1,080 ＝ 2.9 ％ 53 ∕ 1,080 ＝ 4.9 ％ 76 ∕ 1,095 ＝ 6.9 ％ 97 ∕ 1,095 ＝ 8.9 ％ 121 ∕ 1,110 ＝
10.9 ％

143 ∕ 1,110 ＝
12.9 ％

動機付け支援動機付け支援 19 ∕ 480 ＝ 4.0 ％ 29 ∕ 480 ＝ 6.0 ％ 39 ∕ 490 ＝ 8.0 ％ 49 ∕ 490 ＝ 10.0 ％ 60 ∕ 500 ＝ 12.0 ％ 70 ∕ 500 ＝ 14.0 ％
積極的支援積極的支援 12 ∕ 600 ＝ 2.0 ％ 24 ∕ 600 ＝ 4.0 ％ 36 ∕ 605 ＝ 6.0 ％ 48 ∕ 605 ＝ 7.9 ％ 61 ∕ 610 ＝ 10.0 ％ 73 ∕ 610 ＝ 12.0 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 81 ∕ 1,069 ＝ 7.6 ％ 106 ∕ 1,158 ＝ 9.2 ％ 75 ∕ 1,168 ＝ 6.4 ％ 63 ∕ 1,169 ＝ 5.4 ％ 51 ∕ 1,080 ＝ 4.7 ％ 77 ∕ 1,096 ＝ 7.0 ％
動機付け支援動機付け支援 51 ∕ 474 ＝ 10.8 ％ 56 ∕ 502 ＝ 11.2 ％ 52 ∕ 512 ＝ 10.2 ％ 41 ∕ 527 ＝ 7.8 ％ 35 ∕ 488 ＝ 7.2 ％ 54 ∕ 510 ＝ 10.6 ％
積極的支援積極的支援 30 ∕ 595 ＝ 5.0 ％ 50 ∕ 656 ＝ 7.6 ％ 23 ∕ 656 ＝ 3.5 ％ 22 ∕ 642 ＝ 3.4 ％ 16 ∕ 592 ＝ 2.7 ％ 23 ∕ 586 ＝ 3.9 ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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個人情報の保護個人情報の保護
玩具人形健康保険組合は、加入者個人に関する情報（以下「個人情報」という。）を適切に保護する観点から、以下の方針で個人情報を取り扱います。 
1.個人情報の保護について、関係する法令、通知及び規程等を遵守します。
2. 取得した個人情報については、適切な安全措置を講じることにより、漏えい、紛失、き損又は個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 
3. 個人情報は、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためにのみ使用します。また、個人番号については、「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律」（以下番号法という。）で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用します。 
4.個人情報は利用目的の範囲内でのみ使用し、あらかじめ加入者の同意を得ている場合及び利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者に提供しません。ま
た、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情報」という。）については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。た
だし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1) 法令の定めに基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当
該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5.個人情報取扱責任者を選任するとともに、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施し、個人情報の適切な管理に努めます。
6.業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものとし、業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、委託先
の適正な管理及び監督を行います。
7.加入者が、自己の個人情報の開示、照会、修正、削除等を希望される場合、関係法令及び関係規程等により適正に対応します。
8.本基本方針の内容は継続的に見直し、常に最善となるよう努めていきます。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
保健事業の目的や内容が加入者、事業主等の関係者に理解され、事業の実効性が高まるように、ホームページや広報誌等で公表され、関係者への周知が図られることになっ
ています。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
本計画については、毎年実績に基づき評価し、必要がある場合には見直すこととする。
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